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【短期入所生活介護重要事項説明書】 

〈令和７年４月１日現在〉 

１． 事業の目的 

社会福祉法人伸生福祉会が設置する特別養護老人ホーム長寿荘において実施する指定短期入所生活介

護事業の適正かつ公正な事業執行を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、指定事業所

の管理者や従業員が要介護状態または要支援状態にある利用者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供す

ることを目的とします。 

 

２． 運営の方針 

① 利用者が要介護状態等になった場合においても、可能な限り居宅においてその有する能力に応じ、

自立した生活を営むことができるよう配慮して援助に努めます。 

② 食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活の援助及び機能訓練を行うことにより利用者の心身の機

能維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう努めます。 

 

３． 当施設が提供するサービスについての相談窓口  ＊ご不明な点は、何でもおたずね下さい。 

電話番号 ０２４４－２４－１６７７（午前８時３０～午後５時１５分） 

担  当 生活相談員  齋 藤 征 子 

       

４．長寿荘の概要 

（１）提供できるサービスの種類 

施 設 名 称 特別養護老人ホーム 長寿荘 電話 ０２４４－２４－１６７７ 

所 在 地 福島県南相馬市原町区小川町４０９ FAX ０２４４－２４－１８１１ 

管 理 者 中 里 祐 一 

介護保険指定番号 介護老人福祉施設 ０７７０６００１５３号 

 

（２）同施設の職員体制                  

 職   種  資   格 常 勤 非常勤 業 務 内 容 計 

管  理  者 

（ユニット兼務） 

社会福祉主事 １名  施設全体管理 １名 

事 務 職 員 

（ユニット兼務） 

    

2 名 

 

 １名 

事務全般  

３名 

生 活 相 談 員 

（ユニット兼務） 

社会福祉主事 １名  生活上の相談等 1 名 

介護支援専門員 

（ユニット兼務） 

介護支援専門員 1 名  サービスの立案、管理等 1 名 

栄  養  士 

（ユニット兼務） 

管理栄養士 １名  栄養管理等 1 名 

医     師 

（ユニット兼務） 

渡辺病院  1 名 診療・健康管理 1 名 

はらまち心療内科  1 名 精神科療養指導  1 名 

 

介 護 職 員 

 

介護福祉士 １７名 ３名  

入所者生活介護等 

 

 

２５名 

初任者研修 ２名  名 

 ３名  名 

看  護  師 

（ユニット兼務） 

看 護 師 2 名   名 入所者健康管理等  

４名 准看護師 ２名   名 

機能訓練指導員 

（看護師兼務） 

（ユニット兼務） 

准看護師 １名  入所者機能訓練 １名 
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（３）医師・職員の勤務時間 

医  師 

（ユニット兼務） 

健 康 管 理 ・・ 毎月２回     １０：００分～１１：００分 

精神科療養指導 ・・ 毎月隔週日曜日 １４：３０分～１５：３０分 

摂取嚥下診察  ・・ 毎月１回    １１：００分～１５：００分 

介護職員 

 

早 A・・ 6：３０分～１５：３０分 早 B・・ ７：１５分～１６：１５分 

早 C・・ ７：４５分～１６：４５分 

F 番・・ ８：００分～１７：００分 普通・・ ８：３０分～１７：３０分 

ＳＳ・・ ８：００分～１７：００分 遅 A・・１０：００分～１９：００分 

遅 B・・１０：３０分～１９：３０分 夜勤・・１６：３０分～ ９：３０分 

介護職員（非常勤） 

（ユニット兼務）４H 

Ａ  ・・  ９：０0 分～１３：００分 Ｐ・・1２：４５分～17：００分 

Ｐ2・・ １２：４５分～１９：００分 ※６H 

介護職員（非常勤） 

（ユニット兼務）６H 

A ・・ 9：００分～1６：００分 P・・１２：４５分～1９：００分        

管理者（ユニット兼務） 普通・・８：３０分～１７：３０分 （デイサービスの管理者を 2 時間兼務） 

事務員・栄養士 

相談員・専門員 

（ユニット兼務） 

普通・・８：３０分～１７：３０分  

看護職員 

機能訓練指導員 

（ユニット兼務） 

早出・・７：４５分～１６：４５分  F 番・・ ８：００分～１７：００分 

普通・・８：３０分～１７：３０分  遅出・・１０：００分～１９：００分  

  

※夜勤は従来型に２名 ユニットは２ユニットに１名配置する。 

 

（４）同施設の設備の概要    

定員 １０名（ただし、本体施設に空床がある場合は利用します） 

居室 

 

４人部屋 

１人部屋 

２室（１室 41.25 ㎡） 

 ２室（１室 19.25 ㎡） 

医務室 

食堂 

１室 

１室 

浴室 

 

一般浴槽・機械浴槽 

シャワー浴槽があります 

デイルーム １室 

機能訓練室 １室 

 

 ※  利用の際は男女別の部屋割りを基本にしておりますが、利用人数により、一緒のお部屋のご利用とな

ることがあります。その際は、プライバシーの確保に配慮いたします。 

    また、利用者の皆様の状態により、利用中お部屋の移動がある場合がありますので、面会の際はお問

い合わせ下さい。 

 

５．サービス内容 

施設サービス 

の立案 

・利用期間等を考慮し個別のサービス目標を計画いたします。 

食 事 ・利用者の身体の状況及び嗜好を考慮し適宜適温により食事を提供します。 

また、調理後２時間以内での摂取を可能とし状況に応じて摂って頂けます。なお、食事は原則 

離床し摂って頂きますが状況や希望により食事の場所は選ぶことができます。 

（食堂、デイルーム、居室など）朝食８時～ 昼食１２時～ 夕食１８時～  

入 浴 ・週２回以上、一般浴、機械浴により個別にあった入浴を提供いたします。 

（入所日、退所日に入浴を行っていただけるように配慮いたします。）       

・状況や状態または希望により清拭にての対応や、浴槽の変更などもできます。 

介 護 ・施設サービスに沿った介護を提供いたします。 

機能訓練 ・毎週月・木曜日に訓練指導員や係が訓練を提供いたします。     

口腔ケア ・口腔のケアを行い口腔内の衛生に努めます。 

褥瘡予防 ・身体状況の把握を行い、褥瘡の予防に努めます。 
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生活相談 ・日常生活に関する事も含め、相談について可能な限り、必要な援助を行うよう努めます。 

健康管理 ・利用初日に健康チェックを行い、随時状態により対応いたします。 

・通院や緊急受診等の場合、基本的にはご家族での対応となりますが送迎等に関しては状況に

よりご相談に応じます。 

療養食の提供 ・医師の食事箋により療養食に対応します。 

理容サービス ・ご希望により出張による理美容のサービスが受けられます。代金は実費となります。 

所持品の保管 ・居室のスペース内に保管できる所持品のみお預かりいたします。 

＊第三者評価の実施状況・・「実施していない」 

 

６．利用料金 

（１）基本料金  

 ①施設利用料 

 多 床 室 従 来 型 個 室 

1 日あたりの 

利用料金 

介護保険適用時の 

１日あたりの自己負担額 

１日あたりの 

利用料金 

介護保険適用時の 

1 日あたりの自己負担額 

要介護度１ ６，０３０円    ６０３円 ６，０３０円    ６０３円 

要介護度２ ６，７２０円    ６７２円 ６，７２０円    ６７２円 

要介護度３ ７，４５０円    ７４５円 ７，４５０円    ７４５円 

要介護度４ ８，１５０円    ８１５円 ８，１５０円    ８１５円 

要介護度５ ８，８４０円    ８８４円 ８，８４０円    ８８４円 

 

＊自己負担は 1 割～３割となります。 

＊保険料の滞納があった場合は、利用料金を全額（１０割）お支払い頂き、後日必要な手続きにより償還払い

を受けることが出来ます。 

 

②滞在費・食費居住費・食費 

対 象 者 区 分 

利用者負担 

居 住 費 

（多床室・個室）  

食  費 合  計 

生活保護受給者 第１段階 ０円／日 

 

３００円／日 

 

３００円／日 

 世帯

全員

が市

町村

民税

非課

税 

老齢年金受給者 

年金収入等８０万円以下

の方など 

第２段階 ４３０円／日 

 

６００円／日 

 

１，０３０円／日 

 

年金収入等８０万円超 

１２０万円以下の方など 

第３段階 

の ① 

４３０円／日 

 

１，０００円／日 

＊４１０円／朝 

＊５６５円／昼 

＊４７０円／夕 

１，４３０円／日 

＊１日につき、１食

の場合はその提供

された料金となり

ます。 

年金収入等２０万円超の

方など 

第３段階 

の ② 

４３０円／日 

 

１，３００円／日 

＊４１０円／朝 

＊５６５円／昼 

＊４７０円／夕 

１，７３０円 

＊１日につき、１食

の場合はその提供

された料金となり

ます。 

上記以外の方 第４段階 ９１５円／日 １，４４５円／日 

＊４１０円／朝 

＊５６５円／昼 

＊４７０円／夕 

２，３６０円／日 

＊１食ごとの料金

となります。 

 

＊当施設は居住費におきましては多床室・個室共に同額の料金となります。 
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＊食費について 

１・２段階の方については従来とおりの料金となります。 

 ３段階の方については１日につき、１食の場合その提供された料金となります。 

 ４段階の方については１食ごとの料金になります。 

 ＊介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）  所定単位数にサービス別加算率（１４％）を乗じた単位数               

＊サービス提供体制強化加算Ⅰ   １日あたり            ２２円 

＊送迎加算            １回あたり（片道につき）    １８４円 

＊（療養食加算・・該当者    医師の食事箋により  １回あたり／８円 １日３回を限度）） 

＊機能訓練指導体制加算      １日あたり            １２円 

＊看護体制加算Ⅰ         １日あたり             ４円 

＊看護体制加算Ⅱ         １日あたり             ８円 

 

（２）その他の料金 

   ①送迎費 （市外）実施地域の境界から、片道３０Km 未満  １，０００円 

            実施地域の境界から、片道３０Km 以上～６０Km 未満 ２，０００円 

実施地域の境界から、片道６０Km 以上  ３，０００円 

＊ 通常の実施地域は南相馬市内となります。 

 ②その他・・上記の他レクリエーション費用、買物サービスの費用、などは自己負担となります。 

 

（３）キャンセル料 

   お客様のご都合で利用当日サービスを中止する場合においてもキャンセル料はかかりません。 

   ※食事について昼食は AM９：３０、夕食は PM３：３０までのご連絡によりキャンセルができます 

が、それ以降になった場合は食事料が発生する場合もあります。 

 

（４）利用中の中止 

   利用途中にサービスを中止して退所する場合、退所日までの日数を基に計算します。 

      ＊以下の場合に、利用途中でもサービスを中止する場合があります。 

・ 利用者、家族が中途退所を希望した場合 

・ 入所日の健康チェックの結果、体調が悪かった場合 

・ 利用中に体調が悪くなった場合 

・ 他の利用者の生命または健康に重大な影響を与える行為があった場合 

（５）支払方法 

   翌月、請求書をお送り致しますので、月末までにお支払い下さい。 

   お支払い方法は、窓口支払い、口座振り込み、口座引き落としのいずれかとなります。 

 

７．サービスの利用方法 

 （１）サービスの利用申し込み 

    事前に居宅サービス計画の作成を依頼している介護支援専門員とご相談ください。 

ご利用期間決定後、契約を締結いたします。なお、ご利用の予約は 2 ヶ月前からできます。 

 

（２）サービス利用契約の終了 

   ①お客様のご都合でサービス利用契約を終了する場合 

     実際に短期入所生活介護をご利用中でなければ、電話や担当の介護支援専門員からの、お申し出に 

よりいつでも解約できます。この場合、その後の予約は無効となります。 

②自動終了 

   以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了し、予約は無効となります。 

   ・お客様が介護保険施設に入所した場合 

   ・お客様がお亡くなりになった場合 

・介護保険給付でサービスを受けているお客様の要介護等認定区分が非該当（自立）と認定された場合 
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８．施設利用に際してのご留意いただく事項 

面 会  ・面会時間は９時～１９時までです。 

※状況により事前の連絡や時間の調整をさせて頂く場合があります。 

・面会の際は、検温・手指消毒と面会簿のご記入をお願い致します。 

外 出 ・希望により実施できますが、原則として外出は開始日の前日までお申し出ください。 

※感染症の状況によります。 

飲酒、喫煙  ・原則として制限いたしておりませんが、主治医などからの指示がある方に対しまし 

ましては、その状態に応じます。また、喫煙については施設内禁煙となっておりま 

すので、所定の場所で喫煙して頂きます。 

金銭、貴重品の管理 ・事務所にて金銭、貴重品の管理、その際預かり証を発行します。 

所持品の持込み  ・居室のスペースに置ける物品のみに限らせていただきます。 

施設外での受診  ・通院や緊急受診等の場合、基本的にはご家族での対応となりますが送迎に関しては

状況によりご相談に応じます。 

宗教活動 ・施設内での活発な活動はご遠慮いただきます。 

その他 ・相談の上判断いたします。 

 

９．身体拘束の廃止についての取り組み 

 身体拘束廃止の指針を整備し原則として、ご利用者の自由を制限するような身体拘束は行いません。 

 ただし、緊急やむを得ない理由により、拘束をせざるを得ない場合には、事前にご利用者及びその家族へ

十分な説明をし、同意を得ると共にその対応及び時間やその際のご利用者の心身の状況、並びに緊急やむを

得ない理由について記録いたします。 

 また、身体拘束廃止委員会を設置し、定期的及び随時に会議を開催し身体拘束廃止の取り組みを行います。 

 

１０．緊急時の対応 

ご利用者に容体の変化や緊急事態等が生じた場合は、速やかに主治医及び協力病院に連絡する等 

必要な処置を講ずると共に管理者に報告し、身元引受人等のご家族に可能な限り速やかに連絡いたします。 

 

１１．事故発生時の対応 

  事故発生防止の指針を整備し、事故が発生した場合はご利用者に対して応急処置、医療機関への連絡・搬

送を講じ速やかに家族に連絡、説明をいたします。さらに、ご利用者の要介護認定に影響する場合は、保険

者（市町村）に報告いたします。 

また、事故対策委員会を設置し定期的及び随時に会議を開催し、事故防止取り組みを行います。 

 食中毒や伝染病が発生した場合も保険者に連絡いたします。 

 

１２．感染症対策 

  施設における感染症または食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備いたします。 

また、感染症対策委員会を設け定期的な開催や研修に参加し、全職員に周知することに努めます。 

※新型コロナウイルスの感染やインフルエンザ等による感染症が確認された場合、ショートステイの稼働

を休止させて頂くことや、急遽ご自宅に戻って頂くようになることがあります。また、熱や風邪症状等があ

った場合は家族対応により病院への受診や、退所日前であっても退所して頂く事があります。 

施設隔離などの対応となった場合において、やむを得ない利用の延長となった際にも利用料金は発生いた

します。 

 

１３．BCP（事業継続計画）について 

  感染者（疑い）が施設に発生した場合においても、ご利用者の安全確保やサービスの継続、職員の安全確

保が出来るよう、常日頃から施設が実施すべき事項を定め、円滑に実行できるようにいたします。 

  自然災害時において、ご利用者や職員の生命や生活の保護を維持するための業務を最優先といたします。 
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１４．損害賠償について 

  事業者の責任により、利用者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。た

だし、その損害の発生について利用者に故意または過失が認められる場合には利用者のおかれた心身の状況

を斟酌して相当と認められたときに限り損害賠償を減じる場合があります。 

 

１５．サービス内容に関する苦情 

・苦情解決責任者（施設長）  中 里 祐 一 

苦情受付担当者（生活相談員）齋 藤 征 子   

受付日時 毎週月曜日から金曜日  ８時３０分～１７時１５分  

TEL ０２４４－２４－１６７７   FAX ０２４４－２４－１８１１ 

・第三者委員  

受付日時 毎週月曜日から金曜日 ８時３０分～１７時１５分  

             （土、日、祝日、１２月３０日～１月３日は休み） 

 

氏   名 電 話 番 号 

遠 藤 美保子 ０２４４－２３－５９６５ 

大 橋 功 ０２４４－２２－４４８０ 

岡 田 規 代 ０２４４－２３－１９２１ 

 

南相馬市長寿福祉課介護保険係 ０２４４－２４―５３３４ 

福島県国民健康保険団体連合会 ０２４―５２３―２８７１ 

福島県運営適正化委員会 ０２４－５２３―２９４３ 

 

・御意見箱の設置により御自由な御意見等も受け付けております。 

 

１６．虐待の防止について 

  施設におけるご利用者の人権の擁護・虐待防止のための指針を整備し、職員に対する虐待防止を啓発・ 

普及するための研修を実施します。 

 また、ご家族や職員から虐待の相談があった場合は、内容をよく確認し、虐待が疑われる場合は通報義務

に基づき、速やかに市町村へ通報いたします。 

 

１７．ハラスメントについて 

  ご利用者や家族等が、施設や職員あるいは他のご利用者等に対して、故意に暴力や暴言、性的な言動 

  また、優越的な言動等、その他著しく常識を逸脱する行為や職員の就業環境が害されることがあった場合

においては、サービスの中断や契約の解除をさせていただく場合があります。 

 

１８．秘密保持の厳守 

  職員は業務上知り得た利用者、家族の秘密保持に努めます。また、退職後も継続いたします。 

 

１９．個人情報の保護 

  事業所は施設の個人情報に関する基本方針及び個人情報の利用目的に添って個人情報の保護に努めます。 

また、ご利用者のケース記録、施設サービス計画書については退所後 5 年間の保存と致します。 

 

２０．非常災害対策 

当施設では、「長寿荘消防計画」を作成し、この計画に基づき、消火、通報、避難誘導訓練等を月１回

実施しています。また、防災設備の維持管理を行い、火災、震災、その他の災害の予防及び人命の安全並

びに被害の軽減を図っています。 

・防災設備・・・・消火器、室内消火栓設備、自動火災報知機、スプリンクラー、非常ベル、 

非常放送設備、非常灯、発電機、自動火災通報装置等 

・緊急設備・・・・自動体外式除細動器（AED） 
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・防火責任者・・・防火管理者  渡 部 真 文 

 

２１．当施設の概要 

代表者役職・氏名     理 事 長   渡 邉 泰 章 

本部所在地        〒９７５－００１１南相馬市原町区小川町４０９  

電話番号・FAX      ０２４４－２４－１６７７・０２４４－２４－１８１１ 

ホームページ       http:// tyoujusou.jp/ 

定款の目的に定めた事業  １、特別養護老人ホーム （第１種社会福祉事業） 

               ２、老人短期入所事業  （第２種社会福祉事業） 

               ３、老人デイサービス事業（第２種社会福祉事業） 

               ４、生活困窮者に対する相談支援事業 

５、居宅介護支援事業  （公益事業） 

               ６、その他これに付随する事業 

施設・拠点等       特別養護老人ホーム  １ヶ所 

               短期入所生活介護   １ヶ所 

               通所介護       １ヶ所 

               居宅介護支援事業所  １ヶ所 

 

 

 

介護老人福祉施設ご利用にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要な事項を説明しました。 

 

〈事業者〉     所在地  福島県南相馬市原町区小川町４０９ 

名 称  特別養護老人ホーム 長 寿 荘  

                    

  施 設 長  中 里 祐 一    印 

 

             説明者    生活相談員  齋 藤 征 子    印 

 

 

 私は、本書面により事業者から介護老人福祉施設についての重要事項の説明を受け、同意しました。 

  

 

 令和    年     月     日 

 

〈利 用 者〉  住 所                           

                                            

                氏 名                       印 

 

 〈ご家族様代表〉 住 所                                           

 

                氏 名                       印 


